
建築物省エネ法の

再エネ促進区域
をすすめよう



建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度再エネ促進区域
ができた背景

改正建築物省エネ法　2022年6月：建築物からのCO2排出は、全体の3分の1

背景：住宅・建築物の省エネ対策強化・新築6割に太陽光パネル（エネルギー基本計画）

・適合基準義務付け（断熱等級4)

・省エネ性能表示の推進（ラベル）

・住宅省エネ改修推進（低金利）

・再エネ促進区域（説明義務・規制緩和）

図：建築物省エネ法　説明資料３ P
　　https://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf





（建築物）再エネ促進区域制度とは

再エネ促進区域内では、

・建築士による再エネ導入効果の説明義務が生じる（条例つくる必要あり）

・再エネ設備設置に関し、規制緩和が受けられる（条例必要なし）

市町村が設定

・行政全体でも一部でもOK!

☞東京都/横浜市は全域めざす

*市町村が策定を都道府県に委託も可能

図：促進計画の作成  ガイドライン
( 国土交通省）



自治体がやること

・「再エネ促進計画」策定（都道府県に委託も可能）

☞　区域や、対象建築物（用途・規模）を設定

・「説明義務」のための情報提供（リーフレットや動画の作成、研修開催など）

・建築主（消費者）への情報提供、助言、支援

☞　補助金、税制優遇

☞　問い合わせ対応

☞　啓発　



建築士がこれらを説明

・設備の種類：例　太陽光発電設備、太陽熱給湯設備

・設備の規模：例　太陽光発電設備のシステム容量（単位：キロワット）

・設備導入の意義、メリット

・設備導入の費用

☞　これら書面にして渡して説明



リーフレットひな型の👇に注意！

国土交通省のリーフレットひな型では、古い年間の発電量データをもとに試算）

実際には、10年と少し（地域や補助金の有無により異なる）

出典：「説明義務制度に用いるリーフレットのひな形  」国土交通省



説明のステップ（着工までに）

図および書面様式：促進計画の作成  ガイドライン( 国土交通省）　

意向を確認



省エネに関する説明について

図：促進計画の作成  ガイドライン( 国土交通省）より　

省エネ適合義務（断熱義務化）で省エネ性能説明義務はなくなるが説明可



横浜市の制度案（横浜市の制度解説より）



特例許可（規制の緩和）の例

図：東京都　建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度　サイト　
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kenchikubutsu/renewable-energy_kuiki.html



　　建築主には「再エネ設備設置努力義務」


